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岩国地域８市町村合併協議会 提案内容説明資料（第３回協議会） 

会議資料 

ページ 
協定項目名 事務事業等 調整内容に関わる特記事項 ８市町村提案内容 ７市町村提案内容 

Ｐ６ 地方税の取扱い 

（協定項目８） 

軽自動車税 ○玖珂町の特殊農業車に対する税率が、周東町と

同様に 1,000 円であり、不均一課税の適用対象と

する。 

（参考） 

 特殊農業車の標準税率：1,600 円 

変更なし ４ 軽自動車税 

(1)軽自動車の税率については、標準税率によるも

のとする。ただし、特殊農業車に対する課税につ

いては、市町村の合併の特例に関する法律第１０

条の規定を適用し、合併年度及びこれに続く５年

度間は不均一課税を適用する。 

Ｐ１０ 地域審議会の取扱い 

（協定項目１０） 

地域審議会の設置期間 ○８市町村の合併の期日が変更されることに伴い新

市建設計画の計画期間もＨ２７年度末までの 

１０年間に変更となることから、連動して地域審議

会の設置期間も変更する。 

（設置期間） 

第２条 審議会の設置期間は、合併の日から平成 

２８年３月３１日までとする。 

 

（設置期間） 

第２条 審議会の設置期間は、合併の日から平成 

２７年３月３１日までとする。 

 

Ｐ１７～ 一部事務組合等の取扱い 

（協定項目１６） 

機関の共同設置 

 

 

 

 

土地開発公社 

○玖珂町及び周東町で設置している玖西介護認定

審査会は、玖珂町の加入により廃止する。 

 

 

 

○玖珂町も土地開発公社を設置しているが、調整

内容に変更なし。 

３ 機関の共同設置について 

(1)玖西介護認定審査会及び玖北地域介護認定審

査会については、合併の日の前日をもって廃止

し、新市において事務を行う。 

 

６ 土地開発公社について 

 土地開発公社については、岩国市土地開発公社

を新市の土地開発公社とし、玖珂町土地開発公

社、周東町土地開発公社、錦町土地開発公社及

び美和町土地開発は、合併の日の前日までに解

散する。 

３ 機関の共同設置について 

(1)玖西介護認定審査会については、合併の日の前

日をもって当該審査会から脱退し、新市において

事務を行う。 

 

６ 土地開発公社について 

 土地開発公社については、岩国市土地開発公社

を新市の土地開発公社とし、周東町土地開発公

社、錦町土地開発公社及び美和町土地開発は、

合併の日の前日までに解散する。 

Ｐ２１ 農業委員会委員の定数 

及び任期の取扱い 

（協定項目７） 

農業委員会委員の定数 ○８市町村の選挙委員実数が９２人（玖珂町：１０人）

となるが、各農業委員会で調整内容を変更しない

ことを確認。 

 

１ 新市に１つの農業委員会を置き、８市町村の農

業委員会の選挙による委員であった者のうち８０

人は、市町村の合併の特例に関する法律第８条

第１項第１号の規定を適用し、合併後１年間、引

き続き新市の農業委員会の選挙による委員として

在任する。 

１ 新市に１つの農業委員会を置き、７市町村の農

業委員会の選挙による委員であった者のうち８０

人は、市町村の合併の特例に関する法律第８条

第１項第１号の規定を適用し、合併後１年間、引

き続き新市の農業委員会の選挙による委員として

在任する。 

Ｐ２３ 地域振興関係事業 

（協定項目２３－２） 

人口定住事業 

 

○玖珂町独自補助金である「二世帯住宅建築資金

利子補給制度」は、他市町村との均衡や財政面

を考慮し廃止することとするが、合併前の制度適

用者は現行どおりとする。 

 

１ 人口定住事業について 

(2)転 入 奨 励 金 、結 婚 祝 金 、就 学 奨 励 金 、長 寿 祝

金、就業奨励金、住宅新築祝金、二世帯住宅建

築資金利子補給金及び団地造成貸付について

は、廃止する。 

ただし、二世帯住宅建築資金利子補給金及び

団地造成貸付について、合併日の前日までに制

度の適用を受けた者は、現行のとおりとする。 

１ 人口定住事業について 

(2)転 入 奨 励 金 、結 婚 祝 金 、就 学 奨 励 金 、長 寿 祝

金、就業奨励金、住宅新築祝金及び団地造成貸

付については、廃止する。 

ただし、本郷村において実施している団地造成

貸付について、合併日の前日までに制度の適用

を受けた者は、現行のとおりとする。 
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Ｐ２６～ 高齢・障害者福祉 

関係事業 

（協定項目２３－５） 

重度障害者福祉タクシー

利用助成事業 

○玖珂町独自制度として、３割相当額の助成制度が

あるが、他市町村との均衡や財政面を考慮し廃止

する。 

 

○人工透析患者に対する助成について、周東町と

同様の制度がある。 

重度障害者福祉タクシー利用助成事業について

は、社会参加の促進を図ることを事業目的とし、対

象者、交付枚数等サービス内容を充実する方向で、

合併時に統一する。 

なお、人工透析患者に対する助成については、玖

珂町及び周東町の例を踏まえ、合併時に制度を創

設する。 

重度障害者福祉タクシー利用助成事業について

は、社会参加の促進を図ることを事業目的とし、対

象者、交付枚数等サービス内容を充実する方向で、

合併時に統一する。 

なお、人工透析患者に対する助成については、周

東町の例を踏まえ、合併時に制度を創設する。 

Ｐ２９ 保育関係事業 

（協定項目２３－７） 

保育料 

 

 

 

 

 

 

その他の軽減措置 

○８市町村の合併の期日が変更されることから、保

育料の統一時期を１年延長する。 

 

○玖珂町の保育料軽減率が、Ｈ１４年度で３８.５２％

と高いことから、段階的調整を行う。 

 

 

○第２子にかかる保育料軽減措置が、玖珂町のみ 

２／３と高率であるが、その他の市町村はすべて 

１／２であるためＨ１９年度に１／２に統一する。 

１ 保育料について 

(1)保育料については、平成１８年度は現行のとおり

とし、平成１９年度に統一する。 

ただし、玖珂町、周東町、錦町及び美川町につ

いては、急激な住民負担増とならないよう、段階的

な調整を行い、平成２１年度に統一する。 

 

２ その他の軽減措置について 

同時入所の第２子の保育料については、該当保

育料の１／２の額に、また、第３子以降の保育料に

ついては、受益者負担の観点から、該当保育料

の１／１０の額に、平成１９年度に統一する。 

１ 保育料について 

(1)保育料については、平成１７年度は現行のとおり

とし、平成１８年度に統一する。 

ただし、周東町、錦町及び美川町については、

急激な住民負担増とならないよう、段階的な調整

を行い、平成２０年度に統一する。 

 

２ その他の軽減措置について 

同時入所の第３子以降の保育料については、受

益者負担の観点から、該当保育料の１／１０の額

に、平成１８年度に統一する。 

Ｐ３３～ 農林水産関係事業 

（協定項目２３－１２） 

農業振興助成制度 

 

 

 

 

 

 

○玖西連合肉牛共進会の構成団体に玖珂町、周

東町ともに含まれるため、その助成は現行どおりと

する。 

 

 

 

 

１ 農業振興助成制度について 

(3)畜産振興助成制度について 

②玖珂郡肉用牛共進会に対する助成及び飼料

作物の種子購入補助については、合併時に制

度を創設する。 

ただし、玖西連合肉牛共進会については、

現行のとおりとする。 

１ 農業振興助成制度について 

(3)畜産振興助成制度について 

②玖珂郡肉用牛共進会に対する助成及び飼料

作物の種子購入補助については、合併時に制

度を創設する。 

ただし、玖西連合肉牛共進会については、

当面、現行のとおりとし、随時調整する。 

Ｐ３６ 商工観光関係事業 

（協定項目２３－１３） 

企業誘致制度 ○玖珂町では、農村地域工業等導入促進法の適用

を受け、税制上の優遇措置を実施している。（※

工業団地内に事業所を新増設等した際、固定資

産税を３年間減免。このほか、国税の減価償却の

特例、県税である事業所税の免除等） 

  合併後は、法の適用地域から外れることになる

が、合併までに国の実施計画変更認可が得られ

れば、経過措置として５年間の延長が可能となる。

  現在、この件について県と協議中であるため、周

東町の工業団地に係る奨励制度と同様に、当面

現行どおりとし、新市に移行後、速やかに調整す

る。 

２ 企業誘致制度について 

 (3)玖珂町及び周東町の工業団地に係る奨励制度

については、当面、現行のとおりとし、新市に移行

後、速やかに調整する。 

２ 企業誘致制度について 

 (3)周 東 町 の工 業 団 地 に係 る奨 励 制 度 について

は、当面、現行のとおりとし、新市に移行後、速や

かに調整する。 
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Ｐ３８ 公営住宅関係事業 

（協定項目２３－１５） 

公営住宅使用料 

 

 

○Ｈ１６.３に公営住宅法施行令が改正され、家賃算

定の利便性係数の下限が変更されたことに伴い、

入居者の負担増とならない調整が可能となった。 

 

１ 公営住宅の使用料について 

公営住宅の使用料については、入居者の負担増

とならないよう調整する。 
 

１ 公営住宅の使用料について 

公営住宅の使用料については、入居者の急激な

負担増とならないよう、合併後一定の期間を設け

調整する。 

Ｐ４１～ 教育関係事業 

（協議事項２３－１６） 

奨学金貸付 

 

 

 

公立幼稚園 

○玖珂町の貸付制度が８市町村の中で最も充実し

ており、制度内容や財政面を考慮し、合併時に制

度を創設する。 

 

○公立幼稚園は、由宇町と玖珂町に設置されている

が、授業料は由宇町 8,000 円、玖珂町 5,000 円と

差異がある。 

授業料は、私立幼稚園とのバランスを考慮し由

宇町の例によることとするが、急激な住民負担増と

な ら な い よ う 、 Ｈ １ ８ 年 度 の 玖 珂 町 の 授 業 料 は

6,500 円とする。 

３ 奨学金貸付について 

奨学金貸付については、合併時に新たな制度を

創設する。 

 

１０ 公立幼稚園について 

公立幼稚園の授業料については、由宇町の例に

よる。ただし、玖珂町の授業料については、急激

な負担増とならないよう、平成１８年度は６，５００円

とする。 

３ 奨学金貸付について 

奨学金貸付については、合併時に岩国市の例に

より調整する。 

 

１０ 公立幼稚園について 

公立幼稚園のサービス内容及び保育料等につい

ては、現行のとおり新市に引き継ぎ、必要に応じて

随時調整する。 

Ｐ４４ 交通関係事業 自主運行バス ○玖珂町において、自主運行バスを無償運行してい

る（他市町村は有償運行）が、財政面への影響を

考慮し、新市の料金改定で統一料金を設定する

際に有料化を図る。 

    

変更なし  路線バス及び自主運行バスについては、当面、現

行のとおりとする。 

 なお、相互乗り入れ路線の拡充や岩国市営バスの

路線等については、新市に移行後、速やかに調整

する。 

 


